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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像診断装置によって異なる撮影方向からそれぞれ撮影された被検体の乳房を示す
第１画像及び第２画像と、前記第１画像に対応付けられた第１読影情報及び前記第２画像
に対応付けられた第２読影情報とを記憶する記憶部と、
　前記第１読影情報に基づく第１関心領域の位置情報と撮影方向の情報と、前記第２読影
情報に基づく第２関心領域の位置情報と撮影方向の情報とに基づき、乳房の模式図上に前
記第１関心領域の位置に関する情報及び前記第２関心領域の位置に関する情報を付加する
ための模式図情報を生成する位置特定部と、
　前記模式図情報を含む、前記模式図を生成するための情報を送信する送信部と、
　を具備し、
　前記第１関心領域の位置に関する情報は、前記第１関心領域を通過する線であり、前記
第２関心領域の位置に関する情報は、前記第２関心領域を通過する線である、医用画像処
理装置。
【請求項２】
　前記第１画像及び前記第２画像は、前記被検体の乳房に対してＸ線を照射することで取
得されるマンモグラフィ画像である請求項１記載の医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記第１画像及び前記第２画像は、多方向から撮影した複数のＸ線画像を再構成するこ
とにより、被検体の乳房の任意断面におけるＸ線像を取得することが可能なトモシンセシ
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ス検査によって取得される請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　医用画像診断装置によって異なる撮影方向からそれぞれ撮影された被検体の乳房の第１
画像及び第２画像と、前記第１画像に対応付けられた第１読影情報及び前記第２画像に対
応付けられた第２読影情報とを記憶部から読み込む処理と、
　前記第１読影情報に基づく第１関心領域の位置情報と撮影方向の情報と、前記第２読影
情報に基づく第２関心領域の位置情報と撮影方向の情報とに基づき、乳房の模式図上に前
記第１関心領域の位置に関する情報及び前記第２関心領域の位置に関する情報を付加する
ための模式図情報を生成する処理と、
　前記模式図情報を含む、前記模式図を生成するための情報を送信する処理と
をコンピュータに実行させる医用情報処理プログラムであって、
　前記第１関心領域の位置に関する情報は、前記第１関心領域を通過する線であり、前記
第２関心領域の位置に関する情報は、前記第２関心領域を通過する線である、医用情報処
理プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は医用画像処理装置、医用情報処理システム、及び医用情報処理プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、乳がん検診等で実施される乳腺画像診断は、マンモグラフィ装置によって撮像さ
れたマンモグラフィ画像を用いて行われるのが一般的であった。これに対し、近年では、
マンモグラフィ画像と超音波画像とを併用した乳腺画像診断が行われている。
【０００３】
　このようなマンモグラフィ画像と超音波画像を併用した乳腺画像診断時においては、ま
ず、オペレータはマンモグラフィ画像の撮像を行い、別のオペレータがマンモグラフィ画
像を参照しながら、超音波画像の撮像を行うことが多い。このとき、マンモグラフィ画像
上に関心領域を設定し、当該マンモグラフィ画像上での関心領域の位置情報と、当該マン
モグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを用いて、乳房を模式的に表した模式図が生成さ
れる。当該模式図はマンモグラフィ画像に付して超音波診断時の表示装置に送信される。
オペレータは当該模式図やマンモグラフィ画像の読影情報を示す所見コメント等の種々の
補助情報とマンモグラフィ画像を参照しつつ、超音波画像の撮像を行なうことがある。
【０００４】
　しかし、超音波診断装置のオペレータが参照する表示環境は様々であり、マンモグラフ
ィ画像と補助情報の配置や大きさによっては、オペレータが当該マンモグラフィ画像及び
補助情報を参照しにくい場合も想定される。例えば、表示画面が大きい表示装置と表示画
面が小さい表示装置に対して、表示領域に対して同一のレイアウトにてマンモグラフィ画
像及び補助情報を表示すると、表示画面が小さい表示装置では補助情報が参照しにくいこ
とが想定される。
【０００５】
　そこで、オペレータを補助するために、上述の模式図等の補助情報とマンモグラフィ画
像は送信先の表示画面の大きさや形状に応じて、オペレータが視認しやすい大きさやレイ
アウトに調整される必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－２７４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、マンモグラフィ画像と超音波画像とを併用した乳腺
画像診断時において、模式図等を表示先のレイアウトに応じて表示可能な医用画像処理装
置、医用情報処理システム、及び医用情報処理プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の医用画像処理装置は、医用画像診断装置によって撮影された被検体の乳房を
示す第１画像と、当該第１画像に対応付けられた読影情報を記憶する記憶部と、ネットワ
ークを介して接続された表示装置から、当該表示装置に関する情報を取得し、取得した当
該情報から前記第１画像を表示する際のレイアウトを決定する決定部と、決定されたレイ
アウトと、第１画像に対応付けられた読影情報に基づいて第２画像を生成する生成部と、
表示装置に対してオーバレイ画像を送信する送信部とを具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る医用画像処理装置の構成例を示すブロック図。
【図２】実施形態に係るマンモグラフィ装置の構成例を示す図。
【図３】実施形態に係るマンモグラフィ装置の構成例を示すブロック図。
【図４】実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図。
【図５】実施形態に係る医用画像処理装置の構成例を示すブロック図。
【図６】実施形態に係る送信先情報記憶回路が記録する情報の一例を示す図。
【図７】実施形態に係る模式図の一例を示す図。
【図８】実施形態に係るレイアウト決定機能を説明するための説明図。
【図９】実施形態に係るレイアウト決定の流れを示すフローチャート。
【図１０】実施形態に係るオーバレイ画像のレイアウトの一例を説明するための図。
【図１１】実施形態に係るレイアウト生成機能を説明するための説明図。
【図１２】実施形態に係る処理の一例を説明するためのフローチャート。
【図１３】実施形態に係る処理の一例を説明するためのフローチャート。
【図１４】実施形態の変形例を説明するための説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、医用画像処理装置、医用情報処理システム、及び医用情報処理
プログラムに関する説明を行う。
【００１１】
（実施形態）
［医用情報処理システム］
【００１２】
　図１は、実施形態に係る医用情報処理システム１００の構成を示すブロック図である。
本実施形態に係る医用情報処理システム１００は、乳癌検診が行われる病院に設置され、
マンモグラフィ画像と超音波画像を併用した乳腺画像診断時に利用される。例えば、図１
に示すように、本実施形態に係る医用情報処理システム１００は、マンモグラフィ装置１
０と、超音波診断装置２０と、マンモグラフィ装置１０と接続された医用画像処理装置３
０と、画像出力装置４０とを有する。各装置は、ネットワーク５０を介して相互に接続さ
れ、マンモグラフィ装置１０や超音波診断装置２０によって撮像された画像データ等を相
互に送受信する。
【００１３】
　なお、本実施形態ではマンモグラフィ装置１０と医用画像処理装置３０は接続されてお
り、別体の構成を有するものとして説明するが、マンモグラフィ装置１０は医用画像処理
装置３０の機能を含んで構成しても構わないし、図１に示すようにマンモグラフィ装置１
０と医用画像処理装置３０は接続された状態で別体にて構成しても構わない。別体の場合
にはマンモグラフィ装置１０に接続された医用画像処理装置３０にて生成された情報は、
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マンモグラフィ装置１０を介して超音波診断装置２０や画像出力装置４０へと送信される
。また、医用画像処理装置３０はマンモグラフィ装置１０とは接続せずにネットワーク５
０を介して接続されることにしても構わない。
【００１４】
［マンモグラフィ装置］
　マンモグラフィ装置１０は、被検体の乳房にＸ線を照射し、乳房を通過したＸ線を検出
してマンモグラフィ画像（第１画像）を生成するＸ線診断装置の一形態である。
【００１５】
　図２及び図３は、実施形態に係るマンモグラフィ装置１０の構成例を示す図である。例
えば、図２に示すように、マンモグラフィ装置１０は、基台１１と、スタンド１２とを有
する。スタンド１２は、基台１１上に立設され、撮影台１３と、圧迫板１４と、Ｘ線出力
装置１５と、Ｘ線検出装置１６とを支持する。なお、撮影台１３と、圧迫板１４と、Ｘ線
検出装置１６とは、上下方向へ移動可能に支持されている。
【００１６】
　撮影台１３は、被検体の乳房Ｂを支持する台であり、乳房Ｂが載せられる支持面１３ａ
を有する。圧迫板１４は、撮影台１３の上方に配置され、撮影台１３に対して平行に対向
するとともに撮影台１３に対して接離する方向へ移動可能に設けられている。なお、圧迫
板１４は、撮影台１３に接近する方向に移動した場合に、撮影台１３上に支持されている
乳房Ｂを圧迫する。圧迫板１４によって圧迫された乳房Ｂは薄く押し広げられ、乳房Ｂ内
の乳腺の重なりが減少する。
【００１７】
　また、図３に示すように、マンモグラフィ装置１０は、入力装置１７ａと昇降駆動装置
１７ｂと、高電圧発生装置１７ｃと、記憶回路１７ｄと、表示装置１７ｅと、処理回路１
７ｆとを有する。
【００１８】
　入力装置１７ａ（入力部）は、オペレータから各種コマンドの入力操作等を受け付ける
機能を有し、トラックボール、ジョイスティック、各種ボタンを有するメインコンソール
、キーボード、マウスなどの入力デバイス、およびフットスイッチによって構成される。
【００１９】
　昇降駆動装置１７ｂは、撮影台１３に接続され、撮影台１３を上下方向へ昇降させる機
能を有し、複数のモータやギア等によって構成される装置である。さらに、昇降駆動装置
１７ｂは、圧迫板１４に接続され、圧迫板１４を上下方向（撮影台１３に対して接離する
方向）へ昇降させる。
【００２０】
　Ｘ線出力装置１５は、Ｘ線管１５ａと、Ｘ線絞り器１５ｂから構成され、被検体に対し
てＸ線を出力する機能を有する。Ｘ線管１５ａは、Ｘ線を発生させる真空管であり、陰極
（フィラメント）より放出された熱電子を高電圧によって加速させ、この加速電子をタン
グステン陽極に衝突させることでＸ線を発生させる。Ｘ線絞り器１５ｂは、Ｘ線管１５ａ
と圧迫板１４との間に配置され、鉛で構成される。Ｘ線絞り器１５ｂは、Ｘ線管１５ａか
ら発生したＸ線の照射範囲を制御する機能を有する。
【００２１】
　高電圧発生装置１７ｃは、Ｘ線管１５ａに接続され、Ｘ線管１５ａがＸ線を発生するた
めの高電圧を供給するための電源装置である。
【００２２】
　Ｘ線検出装置１６は、Ｘ線検出器１６ａと、信号処理回路１６ｂとを有する。Ｘ線検出
器１６ａは、乳房Ｂと撮影台１３とを透過したＸ線を検出して電気信号（透過Ｘ線データ
）に変換する機能を有し、例えばＦＰＤ（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ）で
構成される。ＦＰＤは微小な検出素子を列方向及びライン方向に２次元的に配列して構成
される。各々の検出素子はＸ線を感知し、入射Ｘ線量に応じて電荷を生成する光電膜と、
この光電膜に発生した電荷を蓄積する電荷蓄積コンデンサと、電荷蓄積コンデンサに蓄積
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された電荷を所定のタイミングで出力するＴＦＴ薄膜トランジスタから構成されている。
【００２３】
　信号処理回路１６ｂは、Ｘ線検出器１６ａによって変換された電気信号からＸ線投影デ
ータを生成する電気回路である。
【００２４】
　記憶回路１７ｄ（記憶部）は、後述する処理回路１７ｆの画像処理機能１７２によって
生成されたマンモグラフィ画像を保存する。画像処理機能１７２によって生成されたマン
モグラフィ画像は表示装置１７ｅに表示される。記憶回路１７ｄは、例えば、ＲＡＭ（Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子や
ハードディスク、光ディスク等によって構成される。
【００２５】
　処理回路１７ｆは、システム制御機能１７１と、画像処理機能１７２と、通信制御機能
１７３とを含んで構成される。
【００２６】
　システム制御機能１７１は、入力装置１７ａと、昇降駆動装置１７ｂと、高電圧発生装
置１７ｃと、Ｘ線絞り器１５ｂと、処理回路１７ｆとに接続され、マンモグラフィ装置１
０を統括して制御する。
【００２７】
　画像処理機能１７２は、信号処理回路１６ｂと、記憶回路１７ｄとに接続され、信号処
理回路１６ｂによって生成されたＸ線投影データを読み込んでマンモグラフィ画像を生成
し、生成したマンモグラフィ画像を記憶回路１７ｄに保存する。また、画像処理機能１７
２は、表示装置１７ｅに接続され、生成したマンモグラフィ画像を表示装置１７ｅに表示
する。表示装置１７ｅは、液晶ディスプレイ、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂ
ｅ）ディスプレイ、タッチパネル等にて構成され、マンモグラフィ装置１０のオペレータ
が入力装置１７ａを介して各種指示や設定要求を入力するためのＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ
ａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）や、画像処理機能１７２によって生成されたマン
モグラフィ画像や解析結果を表示する。
【００２８】
　通信制御機能１７３は、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制
御する。例えば、通信制御機能１７３は、ネットワーク５０を介して、画像処理機能１７
２によって生成されたマンモグラフィ画像を他の装置に転送する。ネットワーク５０を介
して転送された画像は、転送先の装置において、画像表示又は画像処理などを実施するこ
とが可能である。例えば、通信制御機能１７３は、マンモグラフィ画像や、当該マンモグ
ラフィ画像に関してオペレータが記した所見コメント等の情報を、マンモグラフィ装置１
０に接続された医用画像処理装置３０へと送信する。また、通信制御機能１７３は、後述
する医用画像処理装置３０が生成するオーバレイ画像を超音波診断装置２０や画像出力装
置４０へと送信する機能も有する。
【００２９】
　また、処理回路１７ｆの構成要素、システム制御機能１７１、画像処理機能１７２、通
信制御機能１７３にて行われる各処理機能は、コンピュータによって実行可能な医用情報
処理プログラムの形態で記憶回路１７ｄに記録されている。処理回路１７ｆは医用情報処
理プログラムを記憶回路１７ｄから読み出し、実行することで各医用情報処理プログラム
に対応する機能を実現するプロセッサである。換言すると、各医用情報処理プログラムを
読み出した状態の処理回路１７ｆは、図３の処理回路１７ｆ内に示された各機能を有する
こととなる。なお、図３においては単一の処理回路１７ｆにて、システム制御機能１７１
、画像処理機能１７２、通信制御機能１７３が実行する各処理機能が実現されるものとし
て説明したが、複数の独立したプロセッサを組み合わせて処理回路１７ｆを構成し、各プ
ロセッサが医用情報処理プログラムを実行することにより機能を実現するものとしても構
わない。
【００３０】
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　図１に戻って、超音波診断装置２０は、超音波を送受信する超音波プローブにて、被検
体を超音波で走査することで収集された反射波データから超音波画像を生成する。
【００３１】
［超音波診断装置］
　図４は、実施形態に係る超音波診断装置２０の構成例を示す図である。図４に示すよう
に、本実施形態に係る超音波診断装置２０は、超音波プローブ２１と、入力装置２２と、
表示装置２３と、装置本体２４とを備える。
【００３２】
　超音波プローブ２１は、複数の圧電振動子から構成される。複数の圧電振動子は、後述
する装置本体２４が有する送受信回路２４１から供給される駆動信号を受けて超音波パル
スを発生し、被検体からの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ
２１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止
するバッキング材などを有する。
【００３３】
　超音波プローブ２１から被検体に超音波パルスが送信されると、送信された超音波パル
スは、被検体の体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコ
ー信号として超音波プローブ２１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される
エコー信号の振幅は、超音波パルスが反射される不連続面における音響インピーダンスの
差に依存する。なお、送信された超音波パルスが、移動している血液や心臓壁などの表面
で反射された場合のエコー信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する
速度成分に依存して、周波数偏移を受ける。例えば、乳房内に腫瘍部位が認められる場合
には、腫瘍部位における血流が正常部位に比して顕著に認められる。そのため、後述する
Ｂモード画像に加えてドプラ画像を用いた診断が有効である。ここで、Ｂモード画像とは
反射波データの信号強度を輝度の明るさで表現した画像のことである。また、ドプラ画像
とは反射波データの速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血液や組織、造影剤エコ
ー成分を抽出し、平均速度、分散、パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデー
タから生成される画像である。
【００３４】
　入力装置２２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスク
リーン、フットスイッチ、トラックボールなどによって構成され、装置本体２４に接続さ
れる。また、入力装置２２は、超音波診断装置２０のオペレータからの各種指示や設定要
求を受け付け、受け付けた各種指示や設定要求を装置本体２４に対して転送する。
　表示装置２３は、液晶ディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ、タッチパネル等にて構成さ
れ、超音波診断装置２０のオペレータが入力装置２２を介して各種指示や設定要求を入力
するためのＧＵＩや、装置本体２４において生成された超音波画像や、超音波画像に対し
て距離計測などを行なった際の解析結果を表示する。表示装置２３は、Ｂモード画像とド
プラ画像の表示を切り換えることが可能である。
【００３５】
　装置本体２４は、超音波プローブ２１によって受信された反射波を用いて超音波画像を
生成する。装置本体２４は、図４に示すように、送受信回路２４１と、記憶回路２４２と
、記憶回路２４２と、処理回路２４４とを有する。
【００３６】
　送受信回路２４１は、トリガ発生回路、送信遅延回路及びパルサ回路などを組み合わせ
て構成され、超音波プローブ２１に駆動信号を供給する電気回路である。パルサ回路は、
所定の繰り返し周波数（ＰＲＦ（Ｐｕｌｓｅ　Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ））の超音波パルスを形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅
延回路は、超音波プローブ２１から発生される超音波パルスをビーム状に集束して送信指
向性を決定するために必要な圧電振動子毎の送信遅延時間を、パルサ回路が発生する各レ
ートパルスに対して与える。また、トリガ発生回路は、レートパルスに依存するタイミン
グで、超音波プローブ２１に駆動信号（駆動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延回
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路は、各レートパルスに対して与える送信遅延時間を変化させることで、圧電振動子面か
らの送信方向を任意に調整する。
【００３７】
　また、送受信回路２４１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｅｇｉｔａｌ）変
換器、受信遅延回路、加算器、直交検波回路などを有し、超音波プローブ２１が受信した
反射波信号に対して各種処理を行って反射波データを生成する。アンプ回路は、反射波信
号をチャンネル毎に増幅してゲイン補正処理を行う。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された
反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延回路は、デジタルデータに受信指向性を決定する
のに必要な受信遅延時間を与える。加算器は、受信遅延回路により受信遅延時間が与えら
れた反射波信号の加算処理を行う。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に
応じた方向からの反射成分が強調される。
【００３８】
　記憶回路２４２（記憶部）は、後述する処理回路２４４の画像処理機能２４４ｄによっ
て生成された超音波画像や、超音波画像の画像処理をすることで生成した画像、超音波送
受信、画像処理及び表示処理を行うための装置制御プログラムや、診断情報（例えば、患
者ＩＤ）や各種設定情報などの各種データなどを記憶する。記憶回路２４２は、例えばＲ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ等の半導体メモ
リ素子やハードディスク、光ディスク等によって構成される。
【００３９】
　処理回路２４４は、システム制御機能２４４ａ、Ｂモード処理機能２４４ｂ、ドプラ処
理機能２４４ｃ、画像処理機能２４４ｄ、通信制御機能２４４ｅを含んで構成される。
　システム制御機能２４４ａは、超音波診断装置２０における処理全体を制御する。具体
的には、システム制御機能２４４ａは、入力装置２２を介してオペレータから入力された
各種指示や設定要求、記憶回路２４２から読み込んだ各種プログラム及び各種設定情報を
用いて、送受信回路２４１、Ｂモード処理機能２４４ｂ、ドプラ処理機能２４４ｃ、及び
画像処理機能２４４ｄの処理を制御したり、記憶回路２４２が記憶する超音波画像などを
表示装置２３にて表示するように制御したりする。
【００４０】
　Ｂモード処理機能２４４ｂは、送受信回路２４１から反射波データを受け取り、対数増
幅、包絡線検波処理などを行って、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモー
ドデータ）を生成する。
【００４１】
　ドプラ処理機能２４４ｃは、送受信回路２４１から受け取った反射波データから速度情
報を周波数解析し、ドプラ効果による血液や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度
、分散、パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成
する。
【００４２】
　画像処理機能２４４ｄは、Ｂモード処理機能２４４ｂによって生成されたＢモードデー
タや、ドプラ処理機能２４４ｃによって生成されたドプラデータから、超音波画像を生成
する。具体的には、画像処理機能２４４ｄは、ＢモードデータからＢモード画像を生成し
、ドプラデータからドプラ画像を生成する。また、画像処理機能２４４ｄは、座標変換や
データ補間などを行うことで、超音波スキャンの走査線信号列をテレビなどに代表される
ビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンバーコード）し、表示画像として超
音波画像（Ｂモード画像、ドプラ画像）を生成する。
【００４３】
　通信制御機能２４４ｅは、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を
制御する。例えば、通信制御機能２４４ｅは、ネットワーク５０を介して、画像処理機能
２４４ｄによって生成された超音波画像を他の装置に転送する。ネットワーク５０を介し
て転送された超音波画像は、転送先の装置において、画像表示又は画像処理などを実施す
ることが可能である。また、通信制御機能２４４ｅは、ネットワーク５０を介して他の装
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置から転送された画像データの受信を行なう。
【００４４】
　また、処理回路２４４の構成要素、システム制御機能２４４ａ、Ｂモード処理機能２４
４ｂ、ドプラ処理機能２４４ｃ、画像処理機能２４４ｄ、通信制御機能２４４ｅにて行わ
れる各処理機能は、コンピュータによって実行可能な医用情報処理プログラムの形態で記
憶回路２４２に記録されている。処理回路２４４は医用情報処理プログラムを記憶回路か
ら読み出し、実行することで各医用情報処理プログラムに対応する機能を実現するプロセ
ッサである。換言すると、各医用情報処理プログラムを読み出した状態の処理回路２４４
は、図４の処理回路２４４内に示された各機能を有することとなる。なお、図４において
は単一の処理回路２４４によってシステム制御機能２４４ａ、Ｂモード処理機能２４４ｂ
、ドプラ処理機能２４４ｃ、画像処理機能２４４ｄ、通信制御機能２４４ｅが実現する各
処理機能が実現されるものとして説明したが、複数の独立したプロセッサを組み合わせて
処理回路２４４を構成し、各プロセッサが医用情報処理プログラムを実行することにより
機能を実現するものとしても構わない。
【００４５】
［画像出力装置］
　画像出力装置４０（表示部）は、マンモグラフィ画像や、マンモグラフィ画像に関する
所見コメント等を含んだオーバレイ画像を医用画像処理装置３０から取得して表示する。
なお、超音波診断装置２０の表示装置２３を画像出力装置４０として用いることにしても
良い。その場合、表示装置２３によって構成される画像出力装置４０は、マンモグラフィ
画像とオーバレイ画像に加え、超音波画像も合わせて表示することにしても良い。この画
像出力装置４０は、主に、超音波検査のオペレータによって超音波検査が行われる際に利
用される。例えば、画像出力装置４０は、オペレータによって持ち運び可能であり、無線
ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を介してネットワーク５０に接続可能
なタブレット端末である。なお、画像出力装置４０は、例えば、ノートパソコンであって
も良いし、プリンタ等の印刷装置であっても良い。
【００４６】
［医用画像処理装置］
　図１に戻って、医用画像処理装置３０は、マンモグラフィ装置１０と接続された構成を
有し、マンモグラフィ装置１０によって生成されたマンモグラフィ画像の読影の処理を行
う機能を有する。医用画像処理装置３０は、マンモグラフィ検査のオペレータからマンモ
グラフィ画像に関する所見コメントの入力を受け付け、受け付けた所見コメントを示す情
報を記憶する。例えば、医用画像処理装置３０は、ワークステーションにより構成される
。
【００４７】
　図５は、実施形態に係る医用画像処理装置３０の構成例を示す図である。図５に示すよ
うに、医用画像処理装置３０は、入力装置３１と、表示装置３２と、処理回路３３と、記
憶回路３４とを有する。
【００４８】
　入力装置３１（入力部）は、オペレータから各種操作や各種情報の入力を受け付ける。
例えば、入力装置３１は、キーボードやマウス、ボタン、トラックボール、タッチパネル
などである。
【００４９】
　表示装置３２は、液晶ディスプレイ、ＣＲＴディスプレイ、タッチパネル等にて構成さ
れ、オペレータから各種操作を受け付けるためのＧＵＩや各種画像を表示する。
【００５０】
　処理回路３３は、画像データ取得機能３３ａ、所見情報作成機能３３ｂ、表示制御機能
３３ｃ、領域設定機能３３ｄ、位置特定機能３３ｅ、レイアウト決定機能３３ｆ、オーバ
レイ画像生成機能３３ｇ、送信機能３３ｈ、通信制御機能３３ｉを含む。
【００５１】
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　記憶回路３４（記憶部）は、ハードディスクや半導体メモリなどの記憶装置であり、各
種情報を記憶する。記憶回路３４は、画像データ記憶回路３４ａと、所見情報記憶回路３
４ｂと、送信先情報記憶回路３４ｃを有する。
【００５２】
　画像データ記憶回路３４ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マ
ンモグラフィ画像の撮影方向とを記憶する。具体的には、画像データ記憶回路３４ａは、
マンモグラフィ画像と撮影方向を示す情報とを、画像ごとに関連付けて記憶する。マンモ
グラフィ画像の撮影方向を示す情報とは、例えば、被検体の乳房の撮影方向がＭＬＯ（Ｍ
ｅｄｉｏｌａｔｅｒａｌ－Ｏｂｌｉｑｕｅ：内外斜位）方向やＣＣ（Ｃｒａｎｉｏ－Ｃａ
ｕｄａｌ：頭尾）かを表す情報である。
【００５３】
　この画像データ記憶回路３４ａには、後述する画像データ取得機能３３ａによってマン
モグラフィ画像と撮影方向を示す情報とが記憶される。また、画像データ記憶回路３４ａ
は、後述するオーバレイ画像生成機能３３ｇが生成するＤＩＣＯＭデータも記憶する。上
述のＤＩＣＯＭデータとは、ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）規格に準拠する医用画像データの
ことで、患者情報などの付帯情報と画像データから構成されるものである。また、本実施
形態におけるＤＩＣＯＭデータの付帯情報には、マンモグラフィ画像の撮影方向が含まれ
る。また、画像データ記憶回路３４ａに記憶されるマンモグラフィ画像は、ＭＬＯ方向の
マンモグラフィ画像（ＭＬＯ画像）と、ＣＣ方向のマンモグラフィ画像（ＣＣ画像）とが
該当する。
【００５４】
　所見情報記憶回路３４ｂは、被検体のマンモグラフィ画像に関する所見コメント等の読
影情報を記憶する。所見情報記憶回路３４ｂには、後述する処理回路３３の所見情報作成
機能３３ｂによって所見コメントが記録される。
【００５５】
　送信先情報記憶回路３４ｃは、マンモグラフィ画像と、そのマンモグラフィ画像に対応
した乳房の模式図、関心領域のＲＯＩ、及び所見コメント等を配置したオーバレイ画像（
第２画像）を表示させる表示装置３２に関する情報を記憶する。図６は、送信先情報記憶
回路３４ｃが記憶する情報の一例を示す図である。送信先情報記憶回路３４ｃが記憶する
情報の一例としては、送信先の表示装置３２の種類に関する情報や、送信先の表示装置３
２の画面サイズ、送信先の表示装置３２への送信方法及び送信速度等が該当する。これら
の情報が表示装置３２毎に対応して記憶されている。
【００５６】
　記憶回路３４の構成要素である画像データ記憶回路３４ａ、所見情報記憶回路３４ｂ、
及び送信先情報記憶回路３４ｃは、各記憶回路が回路として別体に設けられることにして
も良いし、１つの記憶回路の記憶領域を分割することでそれぞれの情報を記憶する構成を
有しても良い。
【００５７】
　また、記憶回路３４は、画像保管サーバとして医用画像処理装置３０とは別体にて設け
られることにしても良い。
【００５８】
　画像データ取得機能３３ａは、被検体の乳房を撮像したマンモグラフィ画像と、当該マ
ンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを取得する。なお、画像データ取得機能３３ａ
は、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像を取得する。具体的
には、画像データ取得機能３３ａは、後述する通信制御機能３３ｉを介してマンモグラフ
ィ装置１０と通信を行うことで、診断対象の被検体に関するマンモグラフィ画像と、当該
マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを取得し、取得したマンモグラフィ画像と撮
影方向を示す情報とを後述する記憶回路３４の画像データ記憶回路に記憶する。
【００５９】
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　所見情報作成機能３３ｂは、オペレータから入力された被検体のマンモグラフィ画像に
関する所見コメントを受け付ける。所見情報作成機能３３ｂは、受け付けた所見コメント
を、マンモグラフィ画像と関連付けて記憶回路３４の所見情報記憶回路３４ｂに記憶する
。
【００６０】
　表示制御機能３３ｃは、マンモグラフィ画像を参照するための参照画像を表示装置３２
に表示する。具体的には、表示制御機能３３ｃは、入力装置３１を介してオペレータから
マンモグラフィ画像の表示要求を受け付けた場合に、診断対象の被検体に関するマンモグ
ラフィ画像を画像データ記憶回路３４ａから読み出し、診断対象の被検体に関する所見コ
メントを所見情報記憶回路３４ｂから読み出す。そして、表示制御機能３３ｃは、読み出
したマンモグラフィ画像及び所見コメントを配置した参照画像を表示装置３２に表示する
。
【００６１】
　領域設定機能３３ｄは、マンモグラフィ画像に関心領域を設定する。例えば、領域設定
機能３３ｄは、被検体の左右それぞれの乳房について、ＭＬＯ画像及びＣＣ画像それぞれ
に関心領域を設定する。具体的には、領域設定機能３３ｄは、入力装置３１を介して、表
示制御機能３３ｃによって表示された参照画像に配置されたマンモグラフィ画像上で任意
の位置に任意の大きさの範囲を指定する操作をオペレータから受け付ける。そして、領域
設定機能３３ｄは、オペレータによって指定された範囲を関心領域として設定する。指定
された関心領域はマンモグラフィ画像上に図形等のマーカにてその位置が表示される。ま
た、関心領域が複数存在する場合にはマーカの形状を変更したり、表示するマーカの色を
変更することでそれぞれの関心領域をオペレータが区別することが可能なように構成して
も良い。また、関心領域に代わってマンモグラフィ画像上の１点（座標）を指し示すもの
であっても良い。
【００６２】
　なお、例えば、領域設定機能３３ｄは、コンピュータ支援診断（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａ
ｉｄｅｄ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ：ＣＡＤ）の機能を用いて、マンモグラフィ画像から病変
部の候補領域を自動検出し、検出した領域を関心領域として設定してもよい。また、例え
ば、領域設定機能３３ｄは、オペレータがＭＬＯ画像とＣＣ画像との間でＣＡＤによって
検出された領域に対して、調整を行う操作を受け付け、調整後の領域を関心領域として設
定してもよい。
【００６３】
　位置特定機能３３ｅは、マンモグラフィ画像上での関心領域の位置情報と、撮影方向を
示す情報とを用いて、乳房を模式的に表した模式図上での関心領域の位置情報を特定する
。模式図上での関心領域の位置情報は、模式図における関心領域の座標位置を示す情報と
、その大きさ（例えば、直径）とを示す。具体的には、位置特定機能３３ｅは、検査対象
の被検体のマンモグラフィ画像と当該マンモグラフィ画像の撮影方向を示す情報とを画像
データ記憶回路３４ａから読み出し、読み出したマンモグラフィ画像及び撮影方向を示す
情報を用いて、模式図上での関心領域の位置を特定する。なお、ここでの模式図（シェー
マとも呼ばれる）としては、乳房における位置関係を示すものもあれば、各種の図を用い
ることができる。
【００６４】
　送信機能３３ｈ（送信部）は、オペレータからの指示に応じて、オーバレイ画像生成機
能３３ｇによって生成されたオーバレイ画像及びマンモグラフィ画像を超音波診断装置２
０又は画像出力装置４０に送信する。送信機能３３ｈは、入力装置３１を介して、医用画
像処理装置３０又は超音波診断装置２０のオペレータによって入力装置２２を介して入力
されたオーバレイ画像及びマンモグラフィ画像の送信要求がネットワーク５０を介して転
送される。そして、送信機能３３ｈは、オーバレイ画像及びマンモグラフィ画像の送信要
求を受け付けると、オペレータによって指定されオーバレイ画像及びマンモグラフィ画像
を記憶回路３４から読み出して、超音波診断装置２０又は画像出力装置４０に送信する。
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【００６５】
　通信制御機能３３ｉは、ネットワーク５０を介して他の装置との間で行われる通信を制
御する。例えば、通信制御機能３３ｉは、無線ＬＡＮを介してネットワーク５０に接続す
ることで、他の装置との間で無線通信を行う。なお、通信制御機能３３ｉがネットワーク
５０を介して行う、医用画像処理装置３０と他の装置との通信は電気的に信号のやり取り
を行うものであれば、上述の記載に限定されない。例えば、医用画像処理装置３０はＵＳ
Ｂ等の通信規格によってプリンタ等の画像出力装置４０と通信を行うことにしても構わな
い。
【００６６】
　また、処理回路３３の構成要素、画像データ取得機能３３ａ、所見情報作成機能３３ｂ
、表示制御機能３３ｃ、領域設定機能３３ｄ、位置特定機能３３ｅ，レイアウト決定機能
３３ｆ、オーバレイ画像生成機能３３ｇ、送信機能３３ｈ、通信制御機能３３ｉにて行わ
れる各処理機能は、コンピュータによって実行可能な医用情報処理プログラムの形態で記
憶回路３４に記録されている。処理回路３３は医用情報処理プログラムを記憶回路から読
み出し、実行することで各医用情報処理プログラムに対応する機能を実現するプロセッサ
である。換言すると、各医用情報処理プログラムを読み出した状態の処理回路３３は、図
５の処理回路３３内に示された各機能を有することとなる。なお、図５においては単一の
処理回路３３にて、画像データ取得機能３３ａ、所見情報作成機能３３ｂ、表示制御機能
３３ｃ、領域設定機能３３ｄ、位置特定機能３３ｅ，レイアウト決定機能３３ｆ、オーバ
レイ画像生成機能３３ｇ、送信機能３３ｈ、通信制御機能３３ｉの各処理機能が実現され
るものとして説明したが、複数の独立したプロセッサを組み合わせて処理回路３３を構成
し、各プロセッサが医用情報処理プログラムを実行することにより機能を実現するものと
しても構わない。
【００６７】
　図７は、実施形態に係る位置特定機能３３ｅによって用いられる模式図の一例を示す図
である。図７に示す例は、乳房を模式的に表した模式図の一例として、乳腺領域の模式図
を示している。例えば、図７（ａ）に示すように、乳腺領域の模式図は、左右ぞれぞれの
乳房について、乳房の領域を表す円形の領域（以下、乳房領域）と、腋窩部の領域を表す
略三角形の領域（以下、腋窩領域）とを有する。
【００６８】
　ここで、乳房領域を表す円形の領域は、上下及び左右に分けられて、４つの領域「Ａ」
～「Ｄ」に分割される。例えば、「Ａ」の領域（以下、Ａ領域）は、乳房の内側上部の領
域を示し、「Ｂ」の領域（以下、Ｂ領域）は、乳房の内側下部の領域を示す。また、例え
ば、「Ｃ」の領域（以下、Ｃ領域）は、乳房の外側上部の領域を示し、「Ｄ」の領域（以
下、Ｄ領域）は、乳房の外側下部の領域を示す。また、腋窩領域を表す略三角形の領域「
Ｃ‘」（以下、Ｃ’領域）は、領域Ｃから斜め上方に伸び、且つ、領域Ｃから離れるにつ
れて細くなる形状を有する。なお、ここでの模式図は、乳房における位置関係を示すもの
であれば、各種の図を用いることができる。例えば、乳房の形状を３次元的に示す模式図
であっても構わない。
【００６９】
　図７（ｂ）は、乳房の模式図に、当該右乳房において異常所見が発見された場合の、マ
ンモグラフィ画像の撮影方向を追加した図である。図７（ｂ）では、異常所見が発見され
たＭＬＯ画像及びＣＣ画像の撮影方向を示す線が追記されている。超音波診断装置２０の
オペレータは、異常所見が発見された各マンモグラフィ画像に対応する模式図上に示され
た直線の方向及び位置から、異常所見が発見されたマンモグラフィ画像の撮影方向を把握
することが可能である。また、例えばＭＬＯ画像又はＣＣ画像の何れか１つのマンモグラ
フィ画像のみから異常所見が発見された場合には、異常所見が発見された画像の撮影方向
を示す直線のみを表示することにしても良い。
【００７０】
　図５の説明に戻る。レイアウト決定機能３３ｆ（決定部）は、所見情報記憶回路３４ｂ
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及び送信先情報記憶回路３４ｃからの情報を読み込んで、表示装置３２へのレイアウトの
決定を行う。このとき、表示装置へのレイアウトには、例えばマンモグラフィ画像、乳房
の模式図、関心領域を示す図形、及び所見コメントの配置関係や大きさが該当する。レイ
アウト決定機能３３ｆに関して、図８を参照して詳細に説明する。以下、単に「表示装置
」とのみ説明する場合には、超音波診断装置２０の表示装置２３及び画像出力装置４０を
含むこととする。
【００７１】
　図８は、レイアウト決定機能３３ｆの詳細を説明するための説明図である。まず、レイ
アウト決定機能３３ｆは、超音波診断装置２０の表示装置２３又は画像出力装置４０に対
して、マンモグラフィ画像及びオーバレイ画像を送信させる送信要求を受け付ける。送信
要求の具体例としては、マンモグラフィ検査のオペレータからの入力情報を、入力装置１
７ａを介して受け付けることや、超音波診断装置のオペレータからの入力情報を、入力装
置２２を介して受け付けることが該当する。
【００７２】
　次に、レイアウト決定機能３３ｆは、送信先情報記憶回路３４ｃから図８（ａ）に示す
ような送信先の表示装置３２に関する情報や、送信方法及び送信速度等に関する情報を読
み込む。また、レイアウト決定機能３３ｆは、所見情報記憶回路３４ｂから図８（ｂ）に
示すような、マンモグラフィ画像の読影結果を取得する。このとき取得されるマンモグラ
フィ画像の読影結果に含まれる情報としては、例えば画像ＩＤ、読影ＩＤ、関心領域の座
標及び大きさ、及び所見コメント等が該当する。画像ＩＤとは、各マンモグラフィ画像に
それぞれ付与される番号で、例えば１回の検査で撮像されたＭＬＯ画像及びＣＣ画像に対
して、それぞれ別の画像ＩＤが付与される。また、読影ＩＤは、１回の検査で撮像された
ＭＬＯ画像及びＣＣ画像に対して付与される同一の番号であり、別の検査が行なわれる度
に別の検査ＩＤが付与される。送信先の表示装置に関する情報及びマンモグラフィ画像の
読影情報を取得すると、レイアウト決定機能３３ｆは、オーバレイ画像のレイアウトの決
定を行う。ここでは、関心領域の有無の決定及び、関心領域がある場合に、送信先の表示
画面のレイアウトの決定が行われる。図９は、レイアウト決定機能３３ｆによる、オーバ
レイ画像のレイアウトの決定方法の一例を示すフローチャートである。まず、レイアウト
決定機能３３ｆは、画像データ記憶回路３４ａから読影対象のマンモグラフィ画像を読み
込んで、当該マンモグラフィ画像上における関心領域の有無を判定する（ステップＳ１０
）。関心領域が無い場合は（ステップＳ１０、Ｎｏ）、レイアウト決定機能３３ｆは当該
マンモグラフィ画像に対してオーバレイ画像の生成は不要と判断する（ステップＳ１１）
。関心領域が有る場合には（ステップＳ１０、Ｙｅｓ）、ステップＳ１０以降の各ステッ
プにて表示画面の縦横比、画面サイズ、及び解像度等の決定がレイアウト決定機能３３ｆ
により順次実行される。
【００７３】
　まず、ステップＳ２０にてレイアウト決定機能３３ｆは、超音波診断装置２０の表示装
置２３及び画像出力装置４０の表示画面（以下、本フローでは表示画面と呼ぶ）が縦長か
否かを判定する。レイアウト決定機能３３ｆが、表示画面が縦長であると判定すると（ス
テップＳ２０、Ｙｅｓ）、ステップＳ２１以降の各ステップにおいて縦長の表示画面のサ
イズが判定される。次に、レイアウト決定機能３３ｆは、送信先情報記憶回路３４ｃから
表示画面の大きさに関する情報を読み込む。例えば、表示画面が「縦Ａ」、「縦Ｂ」であ
るか否かが順次ステップＳ２１、ステップＳ２２にてレイアウト決定機能３３ｆによって
判定される。なお、「縦Ａ」「縦Ｂ」は、表示画面のサイズ及び形状を分類するための分
類項目の一例である。各「縦Ａ」、「縦Ｂ」等は、送信先情報記憶回路３４ｃ内において
、所定の表示装置の表示画面のレイアウトと紐付いている。レイアウト決定機能３３ｆに
より、送信先の表示画面に適合するレイアウトが検出されると（ステップＳ２１１、ステ
ップＳ２２１）、レイアウトの判定は終了する。レイアウト決定機能３３ｆが送信先情報
記憶回路３４ｃから読み込んだ表示画面の数よりも、１つ前まで表示画面の判定が行なわ
れ、所望の表示画面が検出されない場合には、残りの１の表示画面のレイアウト（縦Ｚ）
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に決定され（ステップＳ２３）、レイアウトの決定処理は終了する。
【００７４】
　また、ステップＳ２０にて、レイアウト決定機能３３ｆが表示画面が縦長ではないと判
定すると、ステップＳ３０にて表示画面が横長であるか否かが判定される。表示画面が横
長であると判定された場合には（ステップＳ３０、Ｙｅｓ）、ステップＳ２１からステッ
プＳ２３にて行なわれた処理と同様の処理がステップＳ３１からステップＳ３３にかけて
実行され、表示画面のサイズが判定される。表示画面が横長ではないと判定された場合に
は（ステップＳ３０、Ｎｏ）、表示画面は正方形であると判定される（ステップＳ４０）
。その後、ステップＳ２１からステップＳ２３にて行なわれた処理と同様の処理がステッ
プＳ４１からステップＳ４３にかけて実行され、表示画面のサイズが判定される。
【００７５】
　上記のフローチャートでは、関心領域が無い場合においてオーバレイ画像を生成しない
ものとして説明したが、例外的にオーバレイ画像を生成することにしても良い。この場合
は、異常所見がない旨を示すコメントを表示したオーバレイ画像をのみがオーバレイ画像
生成機能３３ｇにより生成される。
【００７６】
　図１０は、送信先の表示装置の画面サイズに応じたオーバレイのレイアウトの一例を示
す図である。オーバレイＡでは、表示装置の表示画面３２ａ内の点線で囲まれた範囲にマ
ンモグラフィ画像が表示される。そのため、マンモグラフィ画像ＭＧ中の乳房の領域に重
ならないようにコメント及び模式図が表示画面の隅部に配置される。また、オーバレイＡ
の表示画面３２ａはオーバレイＢの表示画面３２ｂと比較して小さいが、表示画面の大き
さに依存してコメントや模式図を極端に大きくすることや、逆に小さくすることは望まし
くない。そのため、表示画面の大きさが変化しても、超音波診断装置のオペレータが視認
しやすい大きさにてコメントや模式図の見かけ上の大きさを調整して配置されることが望
ましい。例えば、オーバレイＡに配置される模式図等の大きさは、オーバレイＢに配置さ
れる模式図等と同じ大きさにすることが望ましい。また、表示画面が縦長の場合にはマン
モグラフィ画像の乳房が表示されている領域を拡大し、乳房が表示されていない領域は表
示しないことで縦長のマンモグラフィ画像を並べて表示することにしても良い。このとき
、模式図等は、乳房領域に重ならないように、マンモグラフィ画像の左下や左上に配置す
ることが望ましい（第１レイアウト）。表示画面が横長の場合は、マンモグラフィ画像の
乳房領域以外の領域も表示し、当該乳房領域外の領域に模式図等を配置することにしても
良い（第２レイアウト）。また、オーバレイＣの表示画面３２ｃに示すように、表示装置
の画面サイズが比較的小さい場合には、マンモグラフィ画像ＭＧの表示領域の脇に所見コ
メントと模式図の表示用の領域を設けて、マンモグラフィ画像ＭＧの表示領域に重ならな
いように所見コメントと模式図を配置することにしても良い。また、マンモグラフィ画像
ＭＧの乳房に所見コメントや模式図が重なる場合があるため、所見コメントや模式図等の
背景や枠線等をマンモグラフィ画像ＭＧの背景と判別可能に別の色にて塗りつぶす等して
、所見コメントや模式図の表示をマンモグラフィ画像ＭＧと判別可能に表示することにし
ても良い。先述した、所見コメントや模式図等の背景や枠線等をマンモグラフィ画像ＭＧ
の背景と判別可能に別の色に塗りつぶす処理には、グレースケールの諧調を変更して判別
可能に表示することも含まれる。
【００７７】
　また、オーバレイ画像はオペレータからの入力情報を、入力装置３１を介して受け付け
ることで、表示の有無を切り換えることにしても良い。また、異常所見がない場合には、
異常所見がない旨のコメントのみをオーバレイしても良い。また、画面サイズがある程度
確保可能な表示装置３２の場合には、ＣＣ画像とＭＬＯ画像を並べて１つの画像としても
良い。また、検診車内等のようにデータ通信帯域が狭い場合や異常所見がない場合にはマ
ンモグラフィ画像を圧縮してデータ容量を小さくして表示装置３２に送信してもよい。例
えば、検診車内のように送信速度が比較的遅い通信環境の場合にはマンモグラフィ画像の
表示サイズを小さくし、データ容量を小さくして送信することにしても良い。また、画像



(14) JP 6747852 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

出力装置４０がプリンタ等の印刷装置によって構成される場合には、各印刷用紙のサイズ
及び、各サイズに応じて縦長、横長のオーバレイ画像のレイアウトを予め画像データ記憶
回路３４ａに記憶しておくことにしても良い。
【００７８】
　オーバレイ画像生成機能３３ｇ（生成部）は、レイアウト決定機能３３ｆが決定したレ
イアウトであるオーバレイのレイアウトを読み込んで、オーバレイ画像を生成する機能を
有する。
【００７９】
　図１１はオーバレイ画像生成機能３３ｇの詳細を説明するための説明図である。まず、
オーバレイ画像生成機能３３ｇは、図１１（ａ）に示すようなマンモグラフィ画像の読影
情報を所見情報記憶回路３４ｂから取得する。上述の読影情報には、関心領域のマンモグ
ラフィ画像上における位置座標及び関心領域の大きさ、各ＭＬＯ画像及びＣＣ画像の取得
位置を示すデータ、及び所見コメント等が含まれる。次に、レイアウト決定機能３３ｆか
らオーバレイのレイアウトを受け取り、オーバレイ画像を生成する。例えば、図１１（ｂ
）に示すように、図１１（ａ）の読影情報からＣＣ画像及びＭＬＯ画像における関心領域
の座標及び大きさに応じた円が関心領域として設定される。また、模式図、関心領域を示
す図形、及び所見コメントの位置及び大きさはオーバレイのレイアウトによって位置が予
め決められているため、その位置に模式図、関心領域を示す図形、及び所見コメントが調
整されたオーバレイ画像が生成される。各オーバレイ画像には各マンモグラフィ画像に対
応した画像ＩＤが付与される。例えば、ＭＬＯ方向及びＣＣ方向についてオーバレイ画像
が生成された場合には、各オーバレイ画像に画像ＩＤが付与される。また、各オーバレイ
画像は同一の読影ＩＤと紐付けられている。
【００８０】
　オーバレイ画像が生成されると、オーバレイ画像生成機能３３ｇは画像データ記憶回路
３４ａから、図１１（ｃ）に示すようなマンモグラフィ画像を取得する。オーバレイ画像
生成機能３３ｇは、オーバレイ画像及びマンモグラフィ画像からＤＩＣＯＭファイルの生
成を行う。生成されたオーバレイ画像は、ＤＩＣＯＭファイルの画像情報として、マンモ
グラフィ画像と共にＤＩＣＯＭファイルとして記憶される。また生成されたＤＩＣＯＭフ
ァイルは、一旦記憶回路３４の画像データ記憶回路３４ａに記憶される。また、オーバレ
イ画像はＤＩＣＯＭファイルの画像情報として記憶回路３４に記憶されても良いし、付帯
情報として関心領域の位置座標及び関心領域を表示するマーカの種類の形状や大きさ、模
式図中におけるマンモグラフィ画像の取得位置に関する情報、及び所見コメントの内容等
を保存しても良い。このとき、オーバレイ画像は医用画像処理装置３０にて生成されずに
、上述の付帯情報を超音波診断装置２０や画像出力装置４０が受け取り、超音波診断装置
２０及び画像出力装置４０側にて生成することにしても良い。
【００８１】
　オーバレイ画像生成機能３３ｇによって生成されたＤＩＣＯＭファイルは、後述する送
信機能３３ｈにより、マンモグラフィ装置１０を経由して超音波診断装置２０又は画像出
力装置４０に送信される。そして、オーバレイ画像及びマンモグラフィ画像を受信した超
音波診断装置２０の表示装置２３又は画像出力装置４０は、オーバレイ画像をマンモグラ
フィ画像に重ねて表示する。これにより、表示装置２３又は画像出力装置４０には、表示
装置２３又は画像出力装置４０のサイズや形状に合わせたレイアウトでマンモグラフィ画
像の所望のレイアウトにて模式図、関心領域、及び所見コメント等を表示することが可能
となる。また、以降の記載にてマンモグラフィ画像に重ねて表示される関心領域の位置を
示す図形、模式図、及び所見コメント等はオーバレイ画像としてまとめて記載することが
ある。
【００８２】
［動作］
　図１２及び図１３は、本実施形態に係る医用情報処理システム１００によって行われる
処理の流れを示すフローチャートである。図１２は、マンモグラフィ装置１０によるマン
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モグラフィ画像の取得から、オーバレイ画像の生成までに係る処理を示すフローチャート
である。
【００８３】
　まず、マンモグラフィ装置１０は、オペレータからの入力情報を、入力装置１７ａを介
して受け付けて、被検体の左右それぞれの乳房についてＸ線撮影を行なって、ＭＬＯ方向
及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像の撮像を行なう。撮像された各マンモグラフィ画像は
一旦、マンモグラフィ装置１０の記憶回路１７ｄに記憶される。このとき、各マンモグラ
フィ画像に対応した画像ＩＤが付与され、ＤＩＣＯＭファイルが生成される。次に医用画
像処理装置３０の画像データ取得機能３３ａは、マンモグラフィ装置１０の記憶回路１７
ｄから所望のマンモグラフィ画像を取得する（ステップＳ１０１）。
【００８４】
　次に、医用画像処理装置３０の所見情報作成機能３３ｂは、マンモグラフィ装置１０の
オペレータからの入力情報を受け付けて、被検体の乳房に関する所見コメントを作成する
（ステップＳ１０２）。また、このとき作成される所見コメントは、所見情報記憶回路３
４ｂに記憶される。
【００８５】
　次に、マンモグラフィ装置１０は、マンモグラフィ画像及び所見コメントをＤＩＣＯＭ
ファイルの形式にて医用画像処理装置３０に送信する（ステップＳ１０３）。
【００８６】
　続いて、医用画像処理装置３０の表示制御機能３３ｃが、マンモグラフィ画像を参照す
るための参照画像を表示装置３２に表示する（ステップＳ１０４）。
【００８７】
　その後、医用画像処理装置３０の領域設定機能３３ｄが、入力装置３１を介して、参照
画像に配置されたＭＬＯ方向及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像上で所望の範囲を指定す
る操作をオペレータから受け付け、指定範囲を関心領域として設定する（ステップＳ１０
５）。
【００８８】
　次に、ＭＬＯ方向のマンモグラフィ画像及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像のそれぞれ
に関心領域が設定されると、位置特定機能３３ｅが、各画像に設定された関心領域の位置
情報と、各画像の撮像方向を示す情報を用いて、模式図上での関心領域の位置情報を特定
する（ステップＳ１０６）。
【００８９】
　位置特定機能３３ｅによってマンモグラフィ画像上の関心領域が特定されると、関心領
域を示す位置情報等はＤＩＣＯＭファイルに付帯情報として格納され、画像データ記憶回
路３４ａに記憶される（ステップＳ１０７）。
【００９０】
　また、図１３は、超音波診断装置２０のオペレータからオーバレイ画像及びマンモグラ
フィ画像の送信要求を受け付けてから超音波診断装置２０の表示装置２３又は画像出力装
置４０に表示させるまで処理を示すフローチャートである。
【００９１】
　まず、医用画像処理装置３０は、オペレータからマンモグラフィ画像及び所見コメント
等の表示指示を受け付けると（ステップＳ２０１、Ｙｅｓ）、送信内容の要求先である超
音波診断装置２０又は画像出力装置４０の表示画面の決定を、レイアウト決定機能３３ｆ
を介して実行する（ステップＳ２０２）。ステップＳ２０１における表示指示の一例とし
ては、マンモグラフィ装置１０のオペレータによる読影完了や撮像結果の入力情報を、入
力装置１７ａを介して受け付けることや、超音波診断装置２０のオペレータからの入力情
報を、入力装置３１を介して受け付けることが該当する。
【００９２】
　次に、オーバレイ画像生成機能３３ｇは、レイアウト決定機能３３ｆが決定したレイア
ウトと、画像データ記憶回路３４ａから読み込んだマンモグラフィ画像と、所見情報記憶
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回路３４ｂから読み込んだマンモグラフィ画像に関する所見結果から、オーバレイ画像を
生成する（ステップＳ２０３）。詳細には、オーバレイ画像生成機能３３ｇは、各表示画
面に対応したレイアウトをレイアウト決定機能３３ｆから読み込む。オーバレイ画像生成
機能３３ｇは、読み込んだレイアウトに模式図、関心領域を示す図形、及び所見コメント
等を追加したオーバレイ画像の生成を行なう。このときオーバレイ画像に画像ＩＤが付与
され、当該オーバレイ画像は対応するマンモグラフィ画像のＤＩＣＯＭファイルに格納さ
れ、画像データ記憶回路３４ａに記憶されるとともに、マンモグラフィ装置１０を介して
、超音波診断装置２０又は画像出力装置４０へと送信される。
【００９３】
　超音波診断装置２０や画像出力装置４０は、オーバレイ画像及びマンモグラフィ画像を
医用画像処理装置３０から受信すると、マンモグラフィ画像上にオーバレイ画像が重ねて
表示された画像を表示する（ステップＳ２０４）。
【００９４】
　超音波診断装置２０の表示装置２３にてマンモグラフィ画像の表示を行う場合には、医
用画像処理装置３０はＤＩＣＯＭファイルを送信すれば良い。画像出力装置４０にてマン
モグラフィ画像の表示を行なう場合には、画像出力装置４０はＤＩＣＯＭファイルの表示
に対応しないため、ＤＩＣＯＭファイルではないＪＰＥＧ等の画像形式にて送信する。こ
のとき、オーバレイ画像及びマンモグラフィ画像の両方がＪＰＥＧ等の画像形式にて送信
される必要がある。
【００９５】
　以上、一連の処理を実行することにより、表示装置側の表示画面の大きさや、形状に応
じてオペレータが視認しやすい表示画面の構成を提供することが可能になる。
【００９６】
（変形例）
　実施形態では、１枚のマンモグラフィ画像に対して１つのオーバレイ画像が生成される
場合について説明した。本変形例では、複数のマンモグラフィ画像を１枚の画像として合
成し、当該合成画像について１つのオーバレイ画像が生成される場合について、図１４を
用いて説明する。
【００９７】
　図１４は、セカンダリキャプチャ形式のＤＩＣＯＭファイルの生成方法の一例を説明す
るための図である。セカンダリキャプチャ形式のＤＩＣＯＭファイルは、複数枚の医用画
像を並べた状態にて１枚の画像ファイルに合成した構成を有する画像形式のことであり、
本変形例ではＣＣ画像及びＭＬＯ画像の２枚の医用画像を合成し、１枚の合成画像（以下
、ＳＣ画像：セカンダリキャプチャ画像）を生成する場合を示している。
【００９８】
　実施形態における、オーバレイ画像生成機能３３ｇはレイアウト決定機能３３ｆからオ
ーバレイのレイアウトを受け取り、オーバレイ画像を生成するものとして説明した。本変
形例におけるオーバレイ画像生成機能３３ｇは、更にＳＣ画像を生成する。
【００９９】
　まず、オーバレイ画像生成機能３３ｇは画像データ記憶回路３４ａから複数のマンモグ
ラフィ画像を取得する。図１４（ａ）では、取得されるマンモグラフィ画像はＣＣ画像及
びＭＬＯ画像として説明する。次に、オーバレイ画像生成機能３３ｇは、図１４（ｂ）に
示すようなＣＣ画像とＭＬＯ画像を１枚の画像として合成したＳＣ画像を生成する。ＳＣ
画像はオーバレイ画像生成機能３３ｇから、レイアウト決定機能３３ｆに送られる。レイ
アウト決定機能３３ｆは、図１４（ｃ）に示すようにＳＣ画像を受け付けるとＳＣ画像の
レイアウトに応じたオーバレイのレイアウトを決定する。オーバレイ画像生成機能３３ｇ
は、レイアウト決定機能３３ｆからオーバレイのレイアウトを受け付け、オーバレイ画像
を生成する。オーバレイ画像とＳＣ画像から、図１４（ｄ）に示すようなＳＣ画像と模式
図、関心領域を示す図形、及び所見コメント等が重ねて表示される画像が生成される。生
成されたＳＣ画像とオーバレイ画像は元のマンモグラフィ画像のＤＩＣＯＭファイルとは
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別のＤＩＣＯＭファイルとして図１４（ｅ）に示すように変換され、画像データ記憶回路
３４ａに記憶される。このとき、生成されたＳＣ画像には図１４（ｂ）に示すように、元
のＭＬＯ方向及びＣＣ方向のマンモグラフィ画像とは別の画像ＩＤが付与される。また、
オーバレイ画像にも画像ＩＤが付与される。このとき、当該ＳＣ画像の読影ＩＤは元のマ
ンモグラフィ画像の読影ＩＤと共通であることが望ましい。
【０１００】
　本変形例では、ＳＣ画像と模式図及び所見コメント等を重ねて表示した画像はＤＩＣＯ
Ｍファイルに変換されて画像データ記憶回路３４ａに保存され、ＤＩＣＯＭファイルの形
式にて超音波診断装置２０等の他の医用画像診断装置に送信されるものとして説明したが
、画像の保存形式はＤＩＣＯＭファイルでなくとも良い。例えば、タブレット端末に表示
する際には、ＤＩＣＯＭ形式の画像ファイルは表示できないためＪＰＥＧ等の形式にてマ
ンモグラフィ画像及びオーバレイ画像の画像ファイルを保存する。また、本実施形態の変
形例で述べたＳＣ画像を用いて、マンモグラフィ画像とオーバレイ画像をＳＣ画像とし、
当該ＳＣ画像をＪＰＥＧ等の形式にて保存することにしても良い。
【０１０１】
　以上説明した実施形態では、送信先の表示装置は、超音波診断装置２０の表示装置２３
やタブレット端末に代表される画像出力装置４０として説明したが、これらを併用するこ
とにしても良い。例えば、超音波診断装置２０とタブレット端末を併用する場合には、超
音波診断装置２０には超音波画像診断中の超音波画像のみを表示させておき、タブレット
端末にオーバレイ画像を重畳した状態のマンモグラフィ画像を表示させることにしても良
い。以上の実施形態によれば、送信先の表示画面の画面サイズに応じて、見やすいマンモ
グラフィ画像、模式図、関心領域を示す図形、及び所見コメント等の配置をオペレータに
提供することが可能である。これにより、例えば超音波診断装置２０の表示装置２３より
も小さいタブレット端末等にマンモグラフィ画像とオーバレイ画像を表示させる場合にお
いても、オペレータが視認しやすい模式図等を提供することが可能になる。これにより、
超音波診断装置のオペレータが効率的にマンモグラフィ画像を読影することを補助し、検
査効率や精度の向上に寄与することが期待できる。
【０１０２】
　以上説明した実施形態では、オーバレイ画像はマンモグラフィ装置１０、超音波診断装
置２０、及び画像出力装置４０とは別体の医用画像処理装置３０にて生成されるものとし
て説明したが、医用画像処理装置３０を含まない構成を有しても良い。このとき、マンモ
グラフィ装置１０は、医用画像処理装置３０の機能を兼ね備えることで、マンモグラフィ
装置１０がオーバレイ画像を生成することにしても良い。
【０１０３】
　また、本実施形態が想定している検査フローとは逆に、超音波画像診断を行なってから
マンモグラフィ検査を行う場合には、先に取得した超音波画像に対してオーバレイ画像を
生成し、マンモグラフィ画像の撮像時に表示装置１７ｅ又は画像出力装置４０に表示させ
ることにしても良い。
【０１０４】
　また、乳房の診断画像を撮影する際には、本実施形態で想定しているマンモグラフィ検
査と超音波画像診断の併用ではなく、超音波検査とトモシンセシス検査を併用することを
想定し、超音波診断装置の表示装置にトモシンセシス検査によって得られた診断画像とオ
ーバレイ画像の重畳表示画像を表示させることにしても良い。なお、トモシンセシス検査
とは、多方向から撮像した複数のＸ線画像を再構成することにより、被検体の任意断面に
おけるＸ線画像を参照することが可能な検査法である。トモシンセシス検査では、被検体
の乳房の各断面を動画で表示することも可能である。そのため、医用画像処理装置３０の
オーバレイ画像生成機能３３ｇは、表示する断面に応じて模式図の配置や大きさを変えた
レイアウトを生成することにしても構わない。例えば、トモシンセシス検査において被検
体の乳房の撮影を行うと、表示装置の画面表示の大きさに対して被検体の乳房が大きく撮
影される断面と、小さく撮影される断面が表示されることがある。このとき、表示装置の
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画面表示の大きさに対して乳房の断面像が小さい場合に、その断面像における乳房と重複
しない位置に模式図等を表示しておき、断面像における乳房が大きい場合には模式図等は
表示しないような動画表示用のレイアウトを生成することにしても構わない。また、断面
像における乳房の表示の大きさに応じて、模式図等の大きさを変化させることにしても構
わない。
【０１０５】
　また、トモシンセシス検査時には送信先の表示装置において、トモシンセシス検査時に
取得されたＸ線画像が動画形式で全て表示されても構わないし、トモシンセシス検査時に
撮影されたＸ線画像の内、異常所見を含む部位の断面のみを静止画として表示されること
にしても構わない。また、トモシンセシス検査時に取得されたＸ線画像を表示装置に動画
表示する際には、異常所見がある断面のみを他の断面とは判別可能に表示しても構わない
。例えば、異常所見がある断面にのみ、当該異常所見が認められる部位にマーカ等を表示
することにしても構わない。
【０１０６】
　また、以上説明した実施形態では、医用画像処理装置３０は、オペレータからマンモグ
ラフィ画像及び所見コメント等の表示指示を受け付けると、送信内容の要求先である超音
波診断装置２０又は画像出力装置４０の表示画面の決定を、レイアウト決定機能３３ｆを
介して実行するものとして説明したが、実施形態はこれに限定されない。例えば、医用画
像処理装置３０がマンモグラフィ画像をマンモグラフィ装置１０から受け付けると、予め
記憶回路３４の送信先情報記憶回路３４ｃに記憶されている複数の送信先の表示画面全て
に対応したオーバレイ画像を生成しても構わない。これにより、外部のマンモグラフィ装
置１０、超音波診断装置２０、及び画像出力装置４０からの送信要求を医用画像処理装置
３０が受け付けると、予め生成しておいたオーバレイ画像の内、送信先の表示措置に対応
したオーバレイ画像のみを送信することが可能である。
【０１０７】
　なお、本実施形態において「部」として説明した構成要素は、その動作がハードウェア
によって実現されるものであっても良いし、ソフトウェアによって実現されるものであっ
ても良いし、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって実現されるものであっ
ても良い。
【０１０８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することを意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲
や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０…マンモグラフィ装置、２０…超音波診断装置、３０…医用画像処理装置、４０…
画像出力装置、３１…入力装置、３２…表示装置、３３…処理回路、３３ａ…画像データ
取得機能、３３ｂ…所見情報作成機能、３３ｃ…表示制御機能、３３ｄ…領域設定機能、
３３ｅ…位置特定機能、３３ｆ…レイアウト決定機能、３３ｇ…オーバレイ画像生成機能
、３３ｈ…送信機能、３３ｉ…通信制御機能、３４…記憶回路、３４ａ…画像データ記憶
回路、３４ｂ…所見情報記憶回路、３４ｃ…送信先情報記憶回路、１００…医用情報処理
システム。
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